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産 科 医 療 補 償 制 度 

原因分析委員会第一部会 

 

１．事例の概要 

２回経産婦。一絨毛膜二羊膜双胎と診断された。両児の体重および羊水量

に明らかな差は認められなかった。妊娠３０週、双胎管理目的で入院となり、

リトドリン塩酸塩点滴と安静による治療が開始された。妊娠３４週０日の超

音波断層法で両児の体重差、羊水ポケットに差は無いがⅡ児の羊水が多い印

象が認められた。妊娠３４週１日、双胎間輸血症候群にて、翌日の帝王切開

が決定され、第１子（妊娠中のⅠ児）、第２子（妊娠中のⅡ児、本事例）が娩

出された。両児とも羊水混濁はみられなかったが、第２子の羊水は、破膜時

に噴水状に多量の流出がみられた。両児とも臍帯巻絡はみられなかった。 

児は双胎の第２子として出生した。在胎週数は３４週２日、体重は２０３

２ｇであった。アプガースコアは生後１分７点（心拍２点、呼吸２点、筋緊

張１点、反射２点）、生後５分８点（心拍２点、呼吸２点、筋緊張１点、反射

２点、皮膚色１点）であった。臍帯動脈血ガス分析値は、ｐＨ７．３５６、

ＰＣＯ２５３．１ｍｍＨｇ、ＰＯ２２８．８ｍｍＨｇ、ＨＣＯ３
－２９．０ｍｍ

ｏｌ／Ｌ、ＢＥ＋２．６ｍｍｏｌ／Ｌで、ヘモグロビン１５．５ｇ／ｄＬで

あった。全身に浮腫が認められた。当該分娩機関のＮＩＣＵに入院となった。

生後４日の超音波断層法で、側脳室軽度拡大、ＰＶＥⅡ°、生後１９日の頭部

ＭＲＩでは側脳室前角周囲の虚血性変化と白室内の出血が認められた。 
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本事例は病院における事例であり、産科医３名、小児科医２名と、助産師

２名が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、一絨毛膜二羊膜双胎の胎盤内の吻

合血管を介して、突発的あるいは間欠的な血流の不均衡により、一時的にⅡ

児に循環血液量の減少とそれによる脳虚血が生じていた可能性がある。Ⅱ児

に脳虚血が起こった時期は妊娠３４週０日以降の可能性が高いと推定される。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠中の一絨毛膜二羊膜双胎の管理、妊娠３０週に双胎管理目的入院とし、

リトドリン塩酸塩点滴を開始したことは一般的である。予定帝王切開につい

て、説明と同意を書面を用いて行ったことは一般的である。胎児発育の不均

衡と、羊水過多の出現からＴＴＴＳと診断し、児を娩出させるために、妊娠

３４週２日に帝王切開を実施したこと、臍帯動脈血ガス分析を実施したこと

は一般的である。胎盤病理組織学検査を実施したことは適確である。 

出生時の新生児管理は一般的である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

（１）一絨毛膜二羊膜双胎の管理について 

一絨毛膜二羊膜双胎の管理を、産科および小児科で再検討し、より良い

管理指針を作成することが望まれる。 

（２）診療録の記載について 

本事例において、緊急帝王切開の適応の記述が不十分であった。観察し
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た内容、判断などを詳細に記載することが望まれる。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

特になし。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

ア．一絨毛膜二羊膜双胎の管理について 

 一絨毛膜二羊膜双胎の管理において、胎児発育、胎児脳循環状態等 

の臨床的評価を行う上で、超音波断層法などの検査方法が標準化され

ることが望まれる。 

イ．ＴＴＴＳの調査・研究について 

ＴＴＴＳに関する症例の集積を行い、その予防と治療について更に

研究が進められることが望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 


